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令和４年１２月５日 

 

墨田区公衆便所に関する条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  

別表 

 公衆便所の名称及び位置 

名   称 位   置 

〔削除〕 

〔削除〕 

〔削除〕 

東京都慰霊堂北側公衆

トイレ～三之橋際公衆

トイレ 

〔略〕 

〔削除〕 

〔削除〕 

柳島橋際公衆トイレ 〔略〕 

〔削除〕 

錦糸町駅前公衆トイレ 〔略〕 

〔削除〕 

〔削除〕 

東武橋際公衆トイレ 〔略〕 

〔削除〕 

京成橋際公衆トイレ～

福神橋際公衆トイレ 
〔略〕 

〔削除〕 

〔削除〕 

〔削除〕 

大畑公衆トイレ 〔略〕 

〔削除〕 

〔削除〕 

江東橋二丁目公衆トイ

レ 
〔略〕 

〔削除〕 

三輪里公衆トイレ 〔略〕 

〔削除〕 
  

別表 

 公衆便所の名称及び位置 

名   称 位   置 

法恩寺橋際公衆トイレ 
東京都墨田区太平一丁目

１番１号 

枕橋際公衆トイレ 
東京都墨田区向島一丁目

１番４号 

錦糸公園内公衆トイレ 
東京都墨田区錦糸四丁目

１５番５号 

東京都慰霊堂北側公衆

トイレ～三之橋際公衆

トイレ 

〔略〕 

新 橋際公衆トイレ 
東京都墨田区江東橋五丁

目１１番１号 

横川橋際公衆トイレ 
東京都墨田区本所四丁目

３０番１号 

柳島橋際公衆トイレ 〔略〕 

錦糸堀公園内公衆トイ

レ 

東京都墨田区江東橋四丁

目１７番８号 

錦糸町駅前公衆トイレ 〔略〕 

緑町公園内公衆トイレ 
東京都墨田区亀沢二丁目

７番１２号 

江東橋公園内公衆トイ

レ 

東京都墨田区江東橋二丁

目４番３号 

東武橋際公衆トイレ 〔略〕 

両国橋際公衆トイレ 
東京都墨田区両国一丁目

１１番２号 

京成橋際公衆トイレ～

福神橋際公衆トイレ 
〔略〕 

中川公園内公衆トイレ 
東京都墨田区立花五丁目

３８番１５号 

吾嬬西公園内公衆トイ

レ 

東京都墨田区八広六丁目

５３番１６号 

からたち公衆トイレ 
東京都墨田区京島三丁目

１０番１９号 

大畑公衆トイレ 〔略〕 

文花公園内公衆トイレ 
東京都墨田区文花一丁目

２７番５号 

くるみ公衆トイレ 
東京都墨田区業平五丁目

１番１号 

江東橋二丁目公衆トイ

レ 
〔略〕 

やまぶき公衆トイレ 
東京都墨田区東向島六丁

目６０番６号 

三輪里公衆トイレ 〔略〕 

梅若公園内公衆トイレ 
東京都墨田区堤通二丁目

６番１１号   



 

 

両国駅西口公衆トイレ

～押上駅前自転車駐車

場内公衆トイレ 

〔略〕 

  

〔削除〕 

まち歩きトイレ錦糸 〔略〕 

〔削除〕 

東墨田一丁目公衆トイ

レ～平井橋際公衆トイ

レ 

〔略〕 

八広三丁目こども広場

内公衆トイレ 

東京都墨田区八広三丁目

２４番８号 

菊川三丁目こども広場

内公衆トイレ 

東京都墨田区菊川三丁目

６番４号 
 

両国駅西口公衆トイレ

～押上駅前自転車駐車

場内公衆トイレ 

〔略〕 

  

まち歩きトイレ業平橋 
東京都墨田区東駒形四丁

目１５番１８号 

まち歩きトイレ錦糸 〔略〕 

まち歩きトイレ言問橋 
東京都墨田区向島二丁目

１番６６号 

東墨田一丁目公衆トイ

レ～平井橋際公衆トイ

レ 

〔略〕 

〔新設〕 

〔新設〕 
      

   付 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、別表新 橋際公衆トイレの

項を削る改正規定は、墨田区規則で定める日から施行する。 

 


